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第 1章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の背景 

急速な少子高齢化の進行は、人口構造にアンバランスを生じさせ、労働力人口の減少や社

会保障負担の増加、地域社会の活力低下など、将来的に社会・経済への深刻な影響を与える

ものとして懸念されています。 

 

また、近年の核家族化の進行や地域のつながりの希薄化などは子育て世代のライフスタイ

ルを従来とは異なる形に変化させ、身近な地域に相談できる相手がいないといった子育ての

孤立や、家庭や地域における子育て力の低下も懸念されています。 

 

子育て支援をめぐっては、都市部において３歳未満の待機児童が依然として解消されない

一方、少子化の影響から定員割れの幼稚園・保育所のある地域があるなど、子育て支援を取り

巻く環境は地域によって大きく異なり、現行制度での対応が困難な状況にあります。 

 

本町においては、平成17年３月に「次世代育成支援対策行動計画」を策定し、平成17年度

から 26年度までを計画期間として、おおむね 18歳未満のすべての子どもとその家庭を対象と

した次世代育成支援、母子保健計画を総合的かつ計画的に推進してきました。 

 

しかしながら、子どもと家庭を取り巻く状況が大きく変化している中、第一義的には「子どもは

親、保護者が育むことが基本」としながらも、地域をあげて社会全体で子ども・子育てを支援す

る、新しい支えあいの仕組みを構築する必要があります。また、子育て支援の充実に加え、妊

娠・出産支援の充実を図るとともに、妊娠・出産・子育てへの連続的支援を提供する体制づくり

も求められています。 

 

そのため、本計画は、子ども・子育て支援法により必須項目とされた記載すべき項目に加え、

平成 26 年度末で計画期間が終了する「次世代育成支援行動計画」及びそれに包括される母

子保健計画を引き継ぐ計画として、本町の子育て支援の総合的な計画と位置づけ、子ども・子

育て支援施策を幅広く記載することとします。 
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２ 計画の位置づけ 

本計画は、「子ども・子育て支援法」第６１条に基づく「市町村子ども・子育て支援計画」と次

世代育成支援対策推進法の延長に伴う「市町村行動計画」を一体的に策定したものであり、本

町の総合計画に基づく子ども・子育てに関する部門計画として位置づけます。 

また、市町村行動計画は母子保健分野における、計画対象、策定の趣旨、計画内容が地域

行動計画に包括されることから、本計画を母子保健計画としても位置づけます。 

本計画は、地域福祉計画、男女共同参画基本計画をはじめ、各種福祉計画と整合を保ちつ

つ、策定しています。 

 

子ども・子育て支援法 

第６１条第１項 市町村は、基本指針に即して、５年を１期とする教育・保育及び地域子ども・

子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画を定

めるものとする。 

 

次世代育成支援対策推進法 

第８条第１項 市町村は、行動計画策定指針に即して、５年ごとに、当該市町村の事務及び事

業に関し、５年を１期として、地域における子育ての支援、母性並びに乳児及び幼児の健康の

確保及び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭

に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の

次世代育成支援対策の実施に関する計画を策定するものとする。 

 

 

 

３ 計画期間 

計画期間を平成 27年度から平成 31年度までの５年間とします。 

また、制度の改正などを踏まえ、目標の達成状況を評価し、中間年度である平成 29 年度に

進捗状況を点検し、必要に応じて見直しをおこなうものとします。 

 

 

 

平成
２１年度

　
２２年度

　
２３年度

　
２４年度

　
２５年度

　
２６年度

　
２７年度

　
２８年度

　
２９年度

　
３０年度

　
３１年度

見直し

計画
策定

次世代育成支援地域行動計画（後期行動計画）

子ども・子育て支援事業計画
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４ 計画の見直し 

計画の見直しに際しては「ＰＤＣＡサイクル」の考え方を導入し、町民と本町が協働で子ども

子育て支援を実現するため、多様な町民参画の機会を取り入れたサイクルが実現できることを

目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａction （改善）

Ｃheck （評価）

Ｄo (実行）

Ｐlan （計画）

住民の声を反映した

・子ども・子育て支援計画の策定
・目標設定・成果指標の作成
・推進体制の整備

成果を重視した

・施策展開
・各種事業の実施
・情報発信、連携推進

成果を検証し次に活かす

・進捗管理
・改善効果の把握
・効果検証

評価結果を活用した

・計画プログラムの見直し
・予算との連動
・組織体制と連動

計画の実現を支える
多様な住民参画

子ども・子育て会議
ニーズ調査 他
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第２章 子ども子育てに関する現状 

１ 人口と世帯の状況 

本町の総人口は平成２１年の４，６１３人からゆるやかに減少を続け、平成２６年では４，１７５

人と１割が減少しています。減少幅が大きいのは１５歳以下の年少人口であり、平成２１年時点

の人口数より２割減少しています。 

 

図：総人口の推移 

 

資料：住民基本台帳より集計 

 

 

総人口に占める年少人口の割合は、総人口が減少するなか平成２２年の１４．３％からさらに

１２．５％まで減っており、少子化が進むことがわかります。 

 

図：年少人口率の推移 

 

資料：住民基本台帳より集計 
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２ 出生、児童数の状況 

２０歳から３９歳までの女性の人口も減少傾向にあります。平成２６年には平成２１年の人口か

ら２割が減少し、この層でも総人口の減少率より減少幅が大きくなっています。 

 

図：女性の年齢別人口 

 

資料：住民基本台帳より集計 

 

人口１，０００人あたりに含まれる０歳の子どもの数（出生率）をみると、本町は国や宮崎県を

下回る数字で推移しています。 

 

図：出生率 

 

資料：県衛生年報より 
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合計特殊出生率は、県とほぼ同じか上回る状況にあります。 

 

図：合計特殊出生率 

 

注）合計特殊出生率とは、出産可能な年齢を１５歳から４９歳までと規定して、各年齢の出生率を計

算し、足し合わせたもので、一人の女性が一生に産む子どもの数の平均を求めたもの。 

 

資料：県衛生年報より 

 

 

 人口の減少に伴い、婚姻数も減少しています。一方、離婚数はやや増加傾向にあり、平成 

２４年には婚姻数と並びました。 

 

図：婚姻数と離婚数 
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町の全世帯の４割が核家族で、その半数強が子供のいる世帯です。このうち「夫婦と子ども」

の世帯は減少していますが、「男親と子ども」、「女親と子ども」の数はそれぞれ増加しており、

子育て支援が必要と考えられるひとり親世帯が増えています。 

 

図：子どものいる核家族の世帯数 

  

 

今後の町の１７歳以下の人口数は、総人口の減少とともに減っていく状況にあり、特に１２歳

以上で顕著な減少を示していますが、１１歳以下の子どもの数も微減傾向にあります。 

 

図：児童数の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳より集計 
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３ 就業の状況 

本町の女性の就業率は、ほとんどの年代で県平均を上回っているのが特徴的です。しかし、

３０歳から３４歳では就業率は低くなり、出産の前後や育児時期に一時的に職を離れる女性が

みられるＭ字カーブを描いています。 

 

図：女性の就業率（М字カーブ） 

 

資料：国勢調査 
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４ 子ども子育て支援に関するアンケート調査結果の概要 

この計画の策定に先立ち、就学前児童の保護者の子育ての実態や保育・子育て等に関す

るニーズ、日常生活等の実態を把握し、計画に反映させるため「子ども・子育てに関するニー

ズ調査」を実施しました。 

 

 

 
就学前児童 小学１～３年生 

配布方法 
保育園等を通じた配布または郵

送による配布 

小学校を通じた配布または郵送

による配布 

回収方法 
保育園等を通じた回収または郵

送による回収 

小学校を通じた回収または郵送

による回収 

抽出方法 末子を対象として、全数調査 
小学１～３年生で、下学年を対

象として、全数調査 

配布数 １２１件 ８６件 

有効回答数 ８３件 ７３件 

有効回答率 ６８．６％ ８４．９％ 

 

 ○ 端数処理の関係上、構成比（％）の計が１００％とならないことがあります。 

 ○ 図表の構成比（％）は小数第２位以下を四捨五入したものです。 

 ○ 複数回答の設問は、すべての構成比を合計すると１００％を超える場合があります。 
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（１）子どもの概況 

調査対象とした子どもの年齢は、「3歳未満」が65.1%、「3歳以上」が35.0%となっています。 

また、兄弟の数については、「３人」が32.5%と最も多く、次いで「2人」が31.3%、「一人っ子」

が 18.1%でした。 

 

図：対象とした子どもの年齢 

 

 

図：兄弟の数 

 

 

 

 

 

 

 

0歳

28.9%

1歳

19.3%
2歳

16.9%

3歳

13.3%

4歳

14.5%

5歳

7.2%

未就学児

一人っ子

18.1%

2人

31.3%
3人

32.5%

4人

7.2%

無回答

10.8%

未就学児

小学1年生

24.7%

小学2年生

42.5%

小学3年生

28.8%

無回答

4.1%

小学生

一人っ子

11.0%

2人

28.8%
3人

47.9%

4人

9.6%

無回答

2.7%

小学生
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（２）子育ての状況 

子育てを行っている人は、就学前児童、小学生ともに「父母ともに」が最も多く、次いで「主

に母親」となっています。 

また、日常的に祖父母等の親族の協力を得られる人は就学前で約 4割、小学生では半数

以上となっています。この一方で、就学前児童で「いずれもいない」（日頃、協力を得られる

親族・知人がいない人）が１割いることが目立っています。 

 

図：主に子育てを行っている人 

 

 

図：日頃、協力を得られる親族・知人の有無 
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就学前

小学生

父母ともに 主に母親 主に父親 主に祖父母 その他 無回答

41.0 

53.0 

6.0 
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54.8 
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4.1 

13.7 

2.7 
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日常的に祖父母等の親族にみてもらえる

緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみ

てもらえる

日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえる友

人・知人がいる

いずれもいない

就学前

小学生
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（３）定期的な教育・保育の利用状況と利用意向 

定期的な教育・保育事業については 69.9％が利用しており、そのほぼすべての人が「保

育所」と回答しています。今後、利用したい事業として、幼稚園や認定こども園など「教育」に

対するニーズが１割程度みられました。 

 

図：利用状況             図：利用している事業と今後の利用意向 

   
 

（４）地域子育て支援拠点事業の利用状況と利用意向 

公共施設の空きスペース等の地域の身近な場所を活用して、子育て中の親子が気軽に

つどい、相互交流や育児相談、情報提供を行うなど子育て中の親子を支援する地域子育て

支援拠点事業については、0～2 歳の子どもの保護者の利用意向が高く、４割みられました。

3～5歳では利用したいと思わない人が今後利用したいと考える人を大きく上回っています。 

 

 

 

利用して

いる

69.9%

利用して

いない

28.9%

無回答

1.2% 96.6 

12.0 

12.0 

88.0 

9.6 

9.6 

4.8 

7.2 

3.6 

2.4 

6.0 

18.1 

2.4 

0 50 100

幼稚園

幼稚園の預かり保育

保育所

認定こども園

小規模な保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

自治体の認証・認定保育施設

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

その他

現在（現在利

用している人

のみ）

希望（現在利

用していない

人を含む）

40.7 

27.6 

7.4 40.7 

65.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0～2歳

3～5歳

利用していないが、今後利用したい

すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい

新たに利用したり、利用日数を増やしたいとは思わない
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（５）病気の際の対応 

お子さんが病気やけがで、普段利用している教育・保育の事業を休ませた経験のある人

は就学前が87.9％、小学生が54.8％でした。その際の対処方法は「母親が休んだ」が最も多

く 7 割以上で、「親族・知人に子どもをみてもらった」、「父親が休んだ」が続き、多くは母親が

対応していることがわかります。 

保護者が休んで対応した経験のある人の病児・病後児のための保育施設等の利用意向

は、利用したいと思う人が就学前で 54.5％と半数を超えます。一方、小学生では利用したい

と思わないが６割程度みられました。（次ページ参照） 

 

図：病気やけがで教育・保育の事業・小学校を休んだことがあったか 

 

 

図：その際の対応方法 

 
 

  

87.9 

54.8 

12.1 

43.8 1.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前

小学生

あった なかった 無回答

52.9 

78.4 

52.9 

11.8 

2.0 

2.0 

5.9 

30.0 

72.5 

45.0 

7.5 

0.0 

0.0 

0 20 40 60 80 100

父親が休んだ

母親が休んだ

親族・知人に子どもをみてもらった

父親又は母親のうち就労していない方が子ど

もをみた

病児・病後児の保育を利用した

仕方なく子どもだけで留守番をさせた

その他

就学前

小学生
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図：保護者が休んで対応した経験のある人の病児・病後児のための保育施設等の利用

意向 

 

54.5 

38.7 

45.5 

58.1 3.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前

小学生

できれば病児・病後児保育施設等を利用したい 利用したいとは思わない 無回答
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（６）子育て全般について 

地域における子育ての環境に満足している人は就学前、小学生ともに半数を超えた程度

にとどまっています。 

一方で、子育てしやすい町と感じている人は就学前が 73.5％、小学生が 68.5％と７割近く

に及んでいます。 

 

 図：地域における子育ての環境や満足度 

 

 

図：子育てしやすいまちだと感じるか 

 

 

7.2 

13.7 

44.6 

41.1 

33.7 

31.5 

7.2 

11.0 

7.2 

2.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前

小学生

非常に満足している どちらかといえば満足している

どちらともいえない どちらかといえば満足していない

満足していない 無回答

19.3 

23.3 

54.2 

45.2 

10.8 

16.4 

8.4 

9.6 

6.0 

5.5 

1.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前

小学生

子育てしやすいと感じる どちらかといえば子育てしやすいと感じる

どちらかといえば子育てしやすいと感じない 子育てしやすいと感じない

わからない 無回答
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子育てをするうえでの不安や悩みを尋ねたところ、就学前と小学生では同様の結果であり、

主な不安や悩みの内容は「子育てにかかる経済的負担が大きい」、「地域医療体制への不

安を感じる」、「安全な遊び場や児童館など、子どもの居場所が身近にない」、「子どもの教育

やいじめなどが心配」となっている。 

 

図：子育てをするうえでの不安や悩み 

 
  

53.0 

36.1 

16.9 

49.4 

10.8 

32.5 

2.4 

8.4 

33.7 

25.3 

26.5 

3.6 

3.6 

42.5 

24.7 

16.4 

41.1 

12.3 

35.6 

2.7 

12.3 

31.5 

24.7 

17.8 

2.7 

1.4 

0 20 40 60

子育てにかかる経済的負担が大きい

仕事と子育ての両立が難しい

子どもの健康や発達に不安を感じる

地域医療体制への不安を感じる

保育サービスや施設が利用しにくい

安全な遊び場や児童館など、子どもの居場所が身近に

ない

相談相手や手助けしてくれる人がいない

安全な通園・通学ができる歩道や防犯施設等の整備が

進んでいない

子どもの教育やいじめなどが心配

子どもに関する犯罪や事故が増加していると感じる

自分の時間がとれず、自由がない

その他

不安や悩みを持っていない

就学前児童

小学生
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必要だと思う子育て支援策について、就学前、小学生とも希望が高い項目は、「安心して

子どもが医療機関にかかれる体制を整備してほしい」、及び「子連れでも出かけやすく楽し

める場所を増やしてほしい」となっています。 

就学前児童では、この２項目についで「保育所や幼稚園にかかる費用負担を軽減してほ

しい」が続き、小学生では「残業時間の短縮や休暇の取得促進など企業に対して職場環境

の改善を働きかけて欲しい」が続きます。 

いずれにしろ経済的負担の軽減と医療体制の整備に加え、子どもと過ごす時間や場所の

確保を望む声が多くあげられています。 

 

図：必要だと思う子育て支援策 

 
 

 

 

 

 

 

16.9 

50.6 

15.7 

14.5 

3.6 

10.8 

7.2 

47.0 

30.1 

56.6 

12.0 

28.9 

0.0 

16.4 

53.4 

8.2 

19.2 

0.0 

1.4 

2.7 

20.5 

12.3 

46.6 

2.7 

24.7 

1.4 

0 20 40 60

親子が安心して集まれる身近な場、イベントの機会が

欲しい

子連れでも出かけやすく楽しめる場所を増やして欲しい

子育てについて学べる機会を作って欲しい

子育てに困ったとき、相談したり情報が得られる場を

作って欲しい

子育てに困ったとき、居宅で保育士等が子育てを援助

して欲しい

保育所を増やして欲しい

幼稚園を増やして欲しい

保育所や幼稚園にかかる費用負担を軽減して欲しい

誰でも気軽に利用できる保育サービスが欲しい

安心して子どもが医療機関にかかれる体制を整備して

欲しい

多子世帯の優先入居や広い部屋の割り当てなど、住宅

面の配慮が欲しい

残業時間の短縮や休暇の取得促進など企業に対して

職場環境の改善を働きかけて欲しい

その他

就学前児童

小学生
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５ 教育・保育サービスの利用状況 

（１）保育サービスの利用状況 

平成２４年から保育所は２か所となっていますが、入所者数は定員数に満たないため、余

裕のある状態です。２保育所とも延長保育及び、一時預かりを実施しており、保護者のニー

ズに応えるよう努めています。 

 

表：町内の保育所の定員数と入所者数      （毎年４月時点 単位：人） 

 
Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

定員数 200人 200人 200人 155人 155人 155人 

園数 ４園 ４園 ４園 ２園 ２園 ２園 

入所者数 107人 104人 121人 126人 125人 127人 

 うち他町

受入れ 
1人 1人 1人 2人 1人 2人 

他市町村

利用者 
１３人 11人 7人 6人 6人 7人 

一時 

預かり 
１９３人 １５５人 ２７９人 ２３８人 ９８人  

 

 ※延長保育は午前７時３０分から午後６時３０分まで実施しています。 

  平成２５年度は保育士数の減少により「一時預かり」が減りましたが、平成２６年

より受入れ体制は確保されています。 

 

（２）放課後子ども教室の実施状況 

平成２２年からは全小学校で「放課後子ども教室」（１～６年生）を開催しています。 

４つの小学校で１日あたり 125人程度の利用があり、また平日だけでなく、長期休みにも開

催しています。 

 

表：放課後子ども教室の実施実績          

 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

箇所数 ３か所 ４か所 ４か所 ４か所 ４か所 ４か所 

平均 

開催日数 
238日 224日 230日 236日 235日 240日 

 

 ※平成２６年は予定数。 



20 

 

（３）地域子育て支援拠点事業 

公共施設や保育所等の地域の身近な場所で、子育て中の親子の交流・育児相談等を実

施し、育児不安等を解消するための事業です。交流の場の提供・交流促進や子育てに関す

る相談・援助、地域の子育て関連情報の提供、子ども・子育て支援に関する講習等がありま

す。 

町では、町立五ヶ瀬中央保育所に併設して、「子育て支援センター」を設置しています。

平成２４年度、平成２５年度には年間３０００人弱の親子が利用しました。今後も引き続き、ご

利用いただけるよう事業をすすめていきます。 

 

表：子育て支援センターの利用実績（年間の利用人数） 

 Ｈ２4 Ｈ２5 Ｈ２6 

親子 

利用人数 
2834人 2846人  

 

 

（町内の子どもたち） 
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第３章 計画の基本理念及び基本目標 

１ 子ども・子育ての基本理念と目指す子育ての姿 

全ての子どもの良質な生育環境を保障し、子ども子育て家庭を社会全体で支援することを

目的に、国は、平成 24年 8月に「子ども・子育て支援法」、「認定こども園法の一部改正」、「子

ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関す

る法律」、いわゆる子ども・子育て関連 3 法を整備し、市町村の子育てニーズに適合した環境

づくりをすすめるよう求めています。 

本町においては、国の大きな問題である待機児童の問題は該当しないため、これまでの計

画の基本理念である「子どもたちが元気にすくすくと育ち、親が子育てを楽しめるまち」を踏襲

したいと考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 基本目標 

本計画では、基本理念を実践するために、計画のあるべき姿を踏まえつつ、次の８項目を

「子ども子育て支援計画における目標」として、総合的に施策を推進します。 

 

（１） 地域における子育ての支援 

（２） 子育て世帯への支援の充実 

（３）母性並びに乳児及び幼児等の健康の確保及び増進 

（４）子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 

（５）子育てを支援する生活環境の整備 

（６）職業生活と家庭生活との両立の推進 

（７）子ども等の安全の確保 

（８）要保護児童への対応などきめ細やかな取り組みの推進 

 

 

子子どどももたたちちがが元元気気ににすすくくすすくくとと育育ちち、、  

親親がが子子育育ててをを楽楽ししめめるるままちち  
基本理念 
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３ 施策の体系図  

 

 

 

基本目標 実施施策

 （１）地域における子育ての支援
　１）教育・保育サービスの確保
　２）地域における子育て支援サービスの
　　　確保

 （２）子育て世帯への支援の充実
　１）子育て家庭への経済的支援の充実
　２）地域における子育て支援のネットワ
　　　ーク作り

 （３）母性並びに乳児及び
　　　幼児等の健康の確保及び増進

　１）子どもや母親の健康の確保
　２）「食育」の推進
　３）思春期保険対策の充実
　４）小児医療の充実

 （４）子どもの心身の健やかな
　　　成長に資する教育環境の整備

　１）次代の親の育成
　２）子どもの生きる力に向けた学校の
　　　教育環境の整備
　３）家庭や地域の教育力の向上

 （５）子育てを支援する
　　　生活環境の整備

　１）良質な住宅の確保
　２）安心して外出できる環境の整備
　３）安全・安心まちづくりの推進

 （６）職業生活と家庭生活との
　　　両立の推進

　１）多様な働き方の実現及び男性を含めた
　　　働き方の見直し
　２）仕事と子育ての両立の推進

 （７）子ども等の安全の確保

　１）子どもの交通安全を確保するための
　　　活動の推進
　２）子どもを犯罪等の被害から守るための
　　　活動の推進

 （８）要保護児童への対応など
　　　きめ細やかな取組みの推進

　１）児童虐待防止対策の充実
　２）母子家庭等の自立支援の推進
　３）障がい児施策の充実

子
ど
も
た
ち
が
元
気
に
す
く
す
く
と
育
ち

、
親
が
子
育
て
を
楽
し
め
る
ま
ち
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第４章 施策の展開 

１ 地域における子育ての支援 

（１）教育・保育提供区域の設定 

本計画を策定するにあたって、「量の見込み」・「確保方策」を設定する単位として、教育・

保育提供区域を設定する必要があります。 

国から示された教育・保育提供区域の考え方は、以下のとおりです。 

 

区域の設定について 

 地理的条件、人口、交通事情その他社会的条件、教育・保育を提供するための施設の整備

の状況その他の条件を総合的に勘案すること。 

 小学校区単位、中学校区単位、行政区単位、地域の実状に応じて、保護者や子どもが居宅

から容易に移動することが可能な区域を定めること。 

 地域型保育事業（家庭的保育・小規模保育・居宅訪問型保育・事業所内保育）の認可が区域

内の需要量と供給量に基づいて行われることを踏まえること。 

 教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業は同様の区域設定を基本とすること。 

 教育・保育施設等及び地域子ども・子育て支援事業の利用実態（区域の広狭）が事業ごとに

異なる場合は、実状に応じて、それぞれに区域を設定することができること。 

 

複数の区域を設定した場合、区域ごとに保育・教育の提供体制を確保する必要があります。

本町の人口規模、子どもの数において複数の区域を設定することは、供給過多に陥りやすく、

ひいては事業の継続が困難となる可能性があります。 

区域を設定するにあたっては、基本指針において「区域の設定は、保護者の移動状況や

地域の実情を勘案すること」とされているため、本町では、町内全域を教育・保育提供区域と

することを基本とし、需給調整を行うこととします。 
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（２）教育・保育の量の見込みと提供体制の確保 

教育・保育の見込み量の設定については、国の「市町村子ども・子育て支援事業計画に

おける「量の見込み」の算出等のための手引き」に基づく推計を行っています。 

各年度における教育・保育の量の見込みと確保策については、以下のとおりです。 

 

＜見込み量と確保策＞ 

 

 

 

認定区分

量の見込み・確保方策

幼稚園

認定こども園（幼稚園部分）

認定こども園（保育所部分）

保育所

地域型保育事業

平成27年度

1号（3-5歳）

2号（3-5歳） 3号

幼児期の学校教育

の利用希望が強い
左記以外 0歳 1、2歳

他市町村の子どもの受入（Ｂ）

量の見込み（Ａ） 4
68

12 37
0 68

過不足 -4
38

20 0 18

幼稚園・認定こども園（幼稚園部分） 4

保育所・認定こども園（保育所部分） 117

確
保
策

0

88 12 55

0

認定区分

量の見込み・確保方策

幼稚園

認定こども園（幼稚園部分）

認定こども園（保育所部分）

保育所

地域型保育事業

平成28年度

1号（3-5歳）

2号（3-5歳） 3号

幼児期の学校教育

の利用希望が強い
左記以外 0歳

他市町村の子どもの受入（Ｂ）

1、2歳

量の見込み（Ａ） 4
56

12 37
0 56

過不足 -4
50

32 0 18

幼稚園・認定こども園（幼稚園部分） 4

保育所・認定こども園（保育所部分） 105

確
保
策

0

88 12 55

0

単位：人 
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認定区分

量の見込み・確保方策

幼稚園

認定こども園（幼稚園部分）

認定こども園（保育所部分）

保育所

地域型保育事業

平成29年度

1号（3-5歳）

2号（3-5歳） 3号

幼児期の学校教育

の利用希望が強い
左記以外 0歳 1、2歳

他市町村の子どもの受入（Ｂ）

量の見込み（Ａ） 3
53

12 36
0 53

過不足 -3
54

35 0 19

幼稚園・認定こども園（幼稚園部分） 3

保育所・認定こども園（保育所部分） 101

確
保
策

0

88 12 55

0

認定区分

量の見込み・確保方策

幼稚園

認定こども園（幼稚園部分）

認定こども園（保育所部分）

保育所

地域型保育事業

平成30年度

1号（3-5歳）

2号（3-5歳） 3号

幼児期の学校教育

の利用希望が強い
左記以外 0歳 1、2歳

他市町村の子どもの受入（Ｂ）

量の見込み（Ａ） 3
49

12 35
0 49

過不足 -3
59

39 0 20

幼稚園・認定こども園（幼稚園部分） 3

保育所・認定こども園（保育所部分） 96

確
保
策

0

88 12 55

0

認定区分

量の見込み・確保方策

幼稚園

認定こども園（幼稚園部分）

認定こども園（保育所部分）

保育所

地域型保育事業

平成31年度

1号（3-5歳）

2号（3-5歳） 3号

幼児期の学校教育

の利用希望が強い
左記以外 0歳 1、2歳

他市町村の子どもの受入（Ｂ）

量の見込み（Ａ） 3
48

12 35
0 48

過不足 -3
60

40 0 20

幼稚園・認定こども園（幼稚園部分） 3

保育所・認定こども園（保育所部分） 95

確
保
策

0

88 12 55

0

単位：人 
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＜今後の方向性＞ 

平成 26 年 4 月現在、本町の待機児童は発生していないこと、また出生数を含めた 0～5

歳の未就学児の人口減少が予測されるため、保育ニーズが町内で減少し、居住地域によっ

て、需給バランスの不均衡が起こる可能性があります。今後、状況に応じて解決策を検討し、

調整を行います。 

 

（３）地域子ども子育て支援事業の量の見込みと提供体制の確保 

①利用者支援事業（新規） 

＜事業内容＞ 

子育て中の親子や妊婦及びその配偶者が幼稚園、保育所等や地域の子育て支援事業を

円滑に利用できるよう、身近な場所で情報収集と提供を行い、必要に応じて相談・助言等を

行うとともに、関係機関との連絡調整を実施する事業です。 

 

＜対象者＞ 

 就学前の乳幼児の保護者 

 

＜見込み量と確保策＞ 

  単位 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 

量の見込み 箇所 0 0 0 0 0 

確保策 箇所 0 0 0 0 0 

 

＜今後の方向性＞ 

今後も、町役場の窓口において利用者の申し込みや相談に対応していくこととします。ま

た、子育て支援センターや保育所、関係機関等と連携し、総合的な相談・助言等に取組ん

でいきます。専門相談員等の配置については、町民のニーズを把握しながら、本計画期間

中に検討していきます。 
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②地域子育て支援拠点事業 

＜事業内容＞ 

公共施設や保育所等の地域の身近な場所で、子育て中の親子の交流・育児相談等を実

施し、育児不安等を解消するための事業です。 

通常の支援事業としては、交流の場の提供・交流促進や子育てに関する相談・援助、地

域の子育て関連情報の提供、子育て及び子育て支援に関する講習等があります。 

 

＜対象者＞ 

就学前の乳幼児とその保護者 

 

＜事業実績＞ 

  単位 Ｈ24 Ｈ25 

実施箇所数 箇所 1 1 

来場者数 人日／月 236 237 

 

＜見込み量と確保策＞ 

  単位 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 

量の見込み 人日／月 234 233 230 229 229 

確保策 
人日／月 234 233 230 229 229 

箇所 1 1 1 1 1 

 

＜今後の方向性＞ 

既存の施設が質・量ともに十分な受け皿となるよう、事業内容の充実を図るとともに、積極

的な広報活動を展開していきます。 
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③妊婦健康診査事業 

＜事業内容＞ 

赤ちゃんが順調に育っているか、母体に負担がかかっていないかなどを確認するため、

公費負担により医療機関において定期的な健診を行う事業です。 

 

＜対象者＞ 

すべての妊婦 

 

＜事業実績＞ 

  単位 Ｈ24 Ｈ25 

母子手帳交付件数 人／年 27 26 

受診票交付数 枚／年 378 364 

受診票利用数 枚／年 317 287 

受診票利用率 ％ 83.9 78.8 

 

＜見込み量＞ 

  単位 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 

量の見込み 人／年 22 22 22 22 22 

確保策 人／年 22 22 22 22 22 

 

＜実施施設＞ 

近隣町村の医療機関等 

 

＜今後の方向性＞ 

妊娠中の健康管理に役立てることができるよう、今後も引き続き、母子健康手帳交付時に

「妊婦健康診査受診票」を交付し、妊婦健康診査費用の一部（最高 14 回分）を助成していき

ます。 
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④乳児家庭全戸訪問事業 

＜事業内容＞ 

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を、保健師などが直接訪問し、育児に関する

相談や子育て支援に関する情報提供等を行うとともに、各家庭の養育環境の把握を行う事

業です。 

 

＜対象者＞ 

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭 

 

＜事業実績＞ 

  単位 Ｈ24 Ｈ25 

出生数 人／年 25 25 

訪問件数 件／年 25 21 

訪問実施率 ％ 100.0 84.0 

 

 

＜見込み量＞ 

  単位 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 

量の見込み 人／年 22 22 22 22 22 

確保策 人／年 22 22 22 22 22 

 

＜確保策＞ 

本町の保健師で対応します。 

 

 

＜今後の方向性＞ 

祖父母や近隣住民からの援助が不足している保護者が孤立しないよう、安心して子育て

ができるために必要な支援や助言を行っていきます。 

妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭や、子育てに対して強い不安や孤立感

等を抱える家庭については、保健師等により継続的な支援を実施していきます。 

長期の里帰りや入院、訪問の同意が得られなかったなどの未訪問者の中にも支援が必要

な家庭があると思われることから、関係機関との連携を図りながら、状況把握に努めていきま

す。 
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⑤養育支援訪問事業 

＜事業内容＞ 

子育てに対する不安や孤立感を抱える家庭や、様々な原因で養育支援が必要となってい

る家庭を訪問し、個々の家庭の抱える養育上の諸問題の解決、軽減を図る事業です。 

具体的な支援内容としては、産後の育児支援や簡単な家事等の援助、未熟児や多胎児

等に対する育児支援・栄養指導、養育者の身体的・精神的不調に関する相談・指導、若年

の養育者に対する育児相談・指導、児童が児童養護施設等を退所後にアフターケアを必要

とする家庭等に対する養育相談・支援などがあります。 

 

＜対象者＞ 

養育支援が特に必要な家庭（妊産婦を含む） 

 

＜事業実績＞ 

  単位 Ｈ24 Ｈ25 

対象者数 人／年 0 0 

訪問件数 件／年 0 0 

 

 

＜見込み量と確保策＞ 

  単位 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 

量の見込み 人／年 3 3 3 3 3 

確保策 箇所数 0 0 1 1 1 

 

＜今後の方向性＞ 

平成２９年度から活動を開始できるよう部署を確保する予定です。それまでの期間につい

ては町役場窓口、保健師をはじめとする関係機関が連携を図りながら、必要な支援や助言

を行うとともに、支援が必要な子どもの早期発見に努め、必要なサービスにつなげていきま

す。 
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⑥子育て短期支援事業 

＜事業内容＞ 

保護者の病気などの理由により、家庭において子どもを養育することが一時的に困難とな

った場合等に、児童養護施設その他の保護を適切に行うことのできる施設において、一定期

間、養育・保護を行う事業です。 

本事業には利用目的や時間帯などにより、「短期入所生活援助（ショートステイ）事業」と

「夜間養護等（トワイライトステイ）事業」の事業形態があります。 

 

＜対象者＞ 

18歳未満の子ども 

 

＜見込み量＞ 

  単位 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 

量の見込み 人日／年 0 0 0 0 0 

 

＜確保策＞ 

  単位 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 

ショート 

ステイ 

人日／年 0  0  0  0  0  

箇所 ※0 ※0 ※0 ※0 ※0 

トワイライトス

テイ 

人日／年 0  0  0  0  0  

箇所 ※0 ※0 ※0 ※0 ※0 

 

 

＜今後の方向性＞ 

現在、町内では本事業に関する実績や、また保護者のニーズも見ることができません。 

本事業については、今後もニーズを把握しながら、実施について検討していきます。 
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⑦ファミリー・サポート・センター事業（子育て援助活動支援事業） 

＜事業内容＞ 

乳幼児や小学生等の児童を有する子育て家庭を対象に、育児の支援をお願いしたい人

（依頼会員）と、育児の援助を行いたい人（提供会員）との「相互援助活動」に関する連絡・調

整を行う事業です。 

具体的な援助活動としては、保育施設までの送迎や放課後における子どもの預かり、冠

婚葬祭・買い物等の私用の際の一時預かりなどがあります。 

 

 

＜対象者＞ 

おおむね 3ヶ月からおおむね 10才までの児童 

 

＜事業実績＞ 

  単位 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 

※提供会員 人 0 0 0 0 0 

※依頼会員 人 0 0 0 0 0 

活動件数 件／年 0 0 0 0 0 

 

＜見込み量と確保策＞ 

  単位 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 

量の見込み 人日／年  60 60 60 60 60 

確保策 
人日／年  60 60 60 60 60  

箇所  1 1  1  1  1  

 

＜今後の方向性＞ 

多様化する子育てに関するニーズに対応するため、今後、既存のシルバー人材センター

や有償ボランティア等における預り等の制度の周知を行い、提供会員の確保と人材の育成

に取り組んでいきます。 

町の広報紙やホームページなどを通じて、事業の周知を図ります。  
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⑧一時預かり事業 

＜事業内容＞ 

保育所を定期的に利用していない家庭において、一時的に家庭での保育が困難となった

場合や、育児疲れによる保護者の心理的・身体的負担を軽減する必要がある場合等に、保

育所等において、子どもを一時的に預かる事業です。 

新制度の施行に伴い、現行の一時預かり事業を基本としますが、特に幼稚園における預

かり保育については、私学助成等から本事業へ移行されます。 

 

＜対象者＞ 

幼稚園型以外：保育所を定期的に利用していない就学前の乳幼児 

 

＜見込み量と確保策＞ 

       

◎幼稚園型以外【一時預かり（在園児対応型を除く） 
  

  単位 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 

確保の方策 
人日／年 265 220 200 185 180 

箇所 2 2 2 2 2 

       
＜今後の方向性＞ 

現在の２つの町立保育所にて、事業の周知を図り、受け入れ体制を構築し、ニーズに対

応していきます。 
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⑨延長保育事業 

＜事業内容＞ 

保護者の就労時間や通勤時間の確保のため、保育所における通常の 11 時間の開所時

間を超えて、さらに 30分以上、保育時間の延長を行う事業です。 

新制度においては、保育所の利用について 11 時間利用を基本とする「保育標準時間」と

８時間利用を基本とする「保育短時間」が設定されます。 

 

＜対象者＞ 

2号認定（保育利用）及び 3号認定の乳幼児 

 

＜事業実績＞ 

  単位 Ｈ24 Ｈ25 

保育所数 箇所 2 2 

開所時間 11時間超 箇所 2 2 

利用実人数 人／年 0  0  

 

＜見込み量と確保策＞ 

  単位 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 

量の見込み 人／年 61 55 52 50 50 

確保策 
人／年 61 55 52 50 50 

箇所 ２ ２ ２ ２ ２ 

 

＜今後の方向性＞ 

平成 26年現在、町立保育所 2園で１８時３０分までの延長保育を実施しており、現状の受

け入れ体制で対応していきます。 
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⑩病児・病後児保育事業 

＜事業内容＞ 

児童が発熱等の急な病気となった場合、病院や保育所等に付設された専用スペース等に

おいて看護師等が一時的に保育を提供する事業です。 

 

＜対象者＞ 

下記のすべての要件を満たしている児童 

  ・原則として、生後２ヶ月から小学校３年生までの児童 

  ・病気の回復期であり、かつ、集団保育が困難である児童 

  ・保護者の勤務等の都合により家庭で保育が困難な児童 

 

＜事業実績＞ 

保育所 単位 Ｈ24 Ｈ25 

実施箇所数 箇所 0 0 

述べ利用日数 人日／年 0 0 

 

＜見込み量と確保策＞ 

  単位 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 

量の見込み 人日／年 123 110 105 100 99 

確保策 
人日／年 0 0 0 0 0 

箇所 0 0 0 0 0 

 

＜今後の方向性＞ 

現在、病児・病後児保育について対応のできる施設は町内にありません。今後は関係機

関や近隣町村も含めて検討を進めていきます。 
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⑪放課後児童健全育成事業 

＜事業内容＞ 

保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生に対して、放課後に適切な遊び及び生

活の場を与えて、その健全育成を図る事業です。 

 

＜対象者＞ 

小学 1年生から 6年生までの児童 

 

＜事業実績＞ 

◎放課後児童健全育成事業 
  

  単位 Ｈ24 Ｈ25 

小学校数 箇所 0 0 

実施箇所数 箇所 0 0 

利用実人数 人／年 0 0 

 

◎参考 放課後子ども教室 
  

  単位 Ｈ24 Ｈ25 

実施箇所数 箇所 4 4 

利用実人数 人／年 194  178  

 

＜見込み量と確保策＞ 

  単位 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 

低学年 人／年 10 11 11 11 9 

高学年 人／年 12 10 10 9 10 

量の見込み 人／年 22 21 21 20 19 

 

＜確保策＞ 

◎放課後児童健全育成事業 
     

  単位 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 

低学年 人／年 10 11 11 11 9 

高学年 人／年 12 10 10 9 10 

合計 
人／年 22 21 21 20 19 

箇所 4 4 4 4 4 
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◎参考 放課後子ども教室 
     

  単位 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 

確保策 
人／年  180  180 180  180  180  

箇所 4 4 4 4 4 

 

＜今後の方向性＞ 

現在、全小学校区で実施中の放課後子ども教室が学期中は週に５日、また長期休みの際

にも一定期間行われており、保護者の利用もすすんでいるため、この事業を引き続き「放課

後児童クラブ」に対応する事業として継続して行います。 

 

⑫実費徴収に係る補足給付を行う事業（新規） 

＜事業内容＞ 

幼稚園や保育所の保育料については、国が定める公定価格を基に、各市町村が条例に

より利用者負担額を設定することとされていますが、施設によっては、実費徴収などの上乗

せ徴収を行う場合があると想定されます。 

本事業は、教育・保育施設が上乗せ徴収を行う際、実費負担の部分について低所得者の

負担軽減を図るため、公費による補助を行うものです。 

 

＜対象者＞ 

支給認定保護者のうち、当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情

を勘案して市町村が定める基準に該当する者 

 

 

＜今後の方向性＞ 

国の動向に応じて、実施していきます。 
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⑬多様な主体の参入促進事業（新規） 

＜事業内容＞ 

新たに開設された施設や事業が安定的かつ継続的に事業を運営し、保護者や地域住民

との信頼関係を構築していくには、一定の時間が必要であることから、新規施設事業者が円

滑に事業を実施できるよう、新規施設等に対する実地支援、相談・助言、小規模保育事業等

の連携施設のあっせん等を行う事業です。 

 

＜対象者＞ 

特定教育・保育施設等に新たに参入する民間事業者 

 

 

＜今後の方向性＞ 

今後は事業者からの申請にもとづき、必要に応じて事業を展開することとします。 
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２ 子育て世帯への支援の充実 

子どもを産み、育てることに対する負担を感じさせる要因のひとつとして、出産や育

児、教育、医療費等、子育てにかかる費用が家計を圧迫するなど、経済的負担の大きさ

があります。子育てを担う若い世代への医療費や教育費等の負担の軽減、各種手当等の

諸制度の普及促進など、子育て家庭の経済的負担の軽減を図ります。 

また、子育て家庭が必要とする情報提供や、地域における子育てネットワークの形成

の促進など、子育て世帯への支援を推進します。 

 

（１）  子育て家庭への経済的支援の充実 

【実施事業】 

児童手当 継続 

担 当 課 住民福祉課 

事 業 概 要 
家庭生活の安定に寄与するとともに、児童の健やかな成長を願って支給する児童

手当について、国の制度に従い支給します。 

今後の方針 
出生や転入時に制度の周知を図り、対象となる全世帯に手当が支給されるよう制

度の広報・普及に努めます。 

 

こども医療費助成事業 継続 

担 当 課 住民福祉課 

事 業 概 要 
医療費の一部を助成することで、乳幼児期、児童期における疾病等の治療に係る

経済的負担を軽減し、こどもの福祉の向上と健全な発育の促進を図ります。 

今後の方針 定期的な検証を行いながら、今後も引き続き医療費の助成を行います。 

 

子育て世帯の経済的負担の軽減 新規 

担 当 課 住民福祉課 

事 業 概 要 
子どもを産み、育てることへの経済的負担の軽減を図るため、妊婦健診時の交通

費の助成や出産祝金の支給など各種施策の検討を行います。 

今後の方針 
子育て世帯や今後、子育てを行う若い世代の意見を取り入れ、関係機関と協議の

うえ、様々な事業を検討し、さらなる少子化対策の推進に努めます。 
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（２）  地域における子育て支援のネットワークづくり 

【実施事業】 

地域における子育て支援サービス等のネットワーク形成 継続 

担 当 課 住民福祉課 

事 業 概 要 

子育て家庭に対して、きめ細やかな子育て支援サービス・保育サービスを効果

的・効率的の提供するために、保育所、児童委員、健康づくり推進委員の活用を図

り、地域における子育て支援サービス等のネットワークを形成します。 

今後の方針 子育て支援センターを核にネットワークの形成を図ります。 

 

子育てマップや子育てガイドブックの作成・配布 継続 

担 当 課 住民福祉課 

事 業 概 要 
各種の子育て支援サービス等が、地域の皆さんに十分周知されるよう、子育てマ

ップや子育てガイドブックの作成・配布等によって情報提供を行います。 

今後の方針 
平成２６年度作成の子育てガイドブックを活用し、情報提供に努めます。また、

必要に応じ見直しを行うこととします。 

 

子育てに関する意識啓発等の推進 継続 

担 当 課 住民福祉課 

事 業 概 要 
地域住民のすべての方が、子育てへの関心・理解を深め、地域全体で子育て家庭

を支えることができるよう、子育てに関する意識啓発等を推進します。 

今後の方針 子育て支援センターを核に関係機関との連携により、充実を図ります。 

 

（３）  その他 

【実施事業】 

地域子育て世代間交流の推進 継続 

担 当 課 住民福祉課 

事 業 概 要 
地域の高齢者に地域の子育て支援に参画していただき、世代間交流を進めながら

豊かな子育て支援を進めます。 

今後の方針 
子育て支援センターを核として、世代間の交流の推進を行います。また、学校行

事、地域行事を活用して、交流の機会を増やします。 
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３ 母性並びに乳児及び幼児等の健康の確保及び増進 

親が安心して子どもを産み、また、すべての子どもの健やかな成長の実現に向けて、生き生

きと育つ地域づくりのため、安全かつ快適な妊娠・出産・子育ての推進や育児不安の軽減、子

どもの疾病予防を目的とした健康管理・支援の強化を推進します。 

また、思春期保健対策や母性、父性の育成を推進し、次代の親づくりとなる基盤の構築を推

進します。 

 

（１）子どもや母親の健康の確保 

 

【実施事業】 

母子手帳交付と健康づくり推進委員活動 継続 

担 当 課 住民福祉課 

事 業 概 要 

母子手帳に関しては、希望がある場合は随時対応しています。（事前に連絡をい

ただくと助かります。） 

母子手帳交付の際、希望された方のみ町内の健康づくり推進委員活動や子育て支

援センターに関する情報提供を行い、各地区で安心して妊娠から出産が迎えられる

よう身近な相談役として周知しています。 

今後の方針 

地域で子育てを支えるネットワークの一員として、健康づくり推進委員や子育て

支援センターでの活動を支援します。 

また、母子手帳と同時に発行する受診票を利用し、定期的な妊婦健康診査の受診

を徹底していきます。 

 

 

乳幼児健診 継続 

担 当 課 住民福祉課 

事 業 概 要 

出生後に医療機関よりフォローが必要とされた乳児については訪問し、4ヶ月健

診の受診勧奨を行います。 

4ヶ月・7ヶ月・12ヶ月を対象として乳児健診を、1歳半児・3歳半児・5歳

児を対象として幼児健診を実施しています。また、経過観察の必要な乳幼児につい

ては、再受診の勧奨を行います。 

5歳児健診は、就学に向けた子育て相談や心理発達相談において支援する大切な

健診であるため、平成18年度から実施しています。 

実施時期  毎月 第4金曜日  熊大発達小児科医による診察 

今後の方針 
育児相談、心理発達相談を強化し、医療、保健、福祉等関係機関と連携した支援

を行います。 
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訪問指導 継続 

担 当 課 住民福祉課 

事 業 概 要 

生後 1～2 ヶ月の乳児を対象に、保健師による家庭訪問を実施しており、了解

のもとに子育て支援センターの職員との同伴訪問も実施しています。 

また、乳幼児健診において経過観察になった子どもについても保健師による定

期的な訪問を行い、必要に応じて保健所、児童相談所などの関係者との同伴訪問

を行います。 

また、保育所と連携した支援を行うため、臨床心理士やコーディネーターと保

育場面の行動観察等にも力を入れています。 

今後の方針 

乳幼児健診経過観察者については、今後も関係者との連絡調整のもと必要に応

じた訪問を進めていきます。 

出産後できるだけ早期に訪問し、抱える不安の軽減につなげ、継続支援の必要

な乳幼児に対して適切な対応を進めていきます。 

事例によって必要な場合は関係者が集まり、対応を検討するネットワーク会議

の開催も検討します。 

 

母親（妊婦）学級 継続 

担 当 課 住民福祉課 

事 業 概 要 

出産や育児の不安を話したり、相談したりすることで、悩みの軽減を図ったり、

仲間作りからゆとりある子育てを目指して、母親（妊婦）学級を年に数回開催しま

す。 

今後の方針 
安心して妊娠から出産を迎えられるよう妊娠中の健康管理や日常生活の過ごし

方を中心に実施していきます。 

 

育児学級 継続 

担 当 課 住民福祉課 

事 業 概 要 
育児の不安を話したり、相談したりすることで、悩みや不安の軽減を図ったり、

仲間づくりからゆとりある子育てを目指して育児学級を年に数回開催します。 

今後の方針 
育児学級の内容に関して、子育て支援センターと連携のもと、母子だけに限らず

高齢者や地域の方、学校や保育所等包括的な関わりの中での実施を検討します。 

 

祖父母学級 開始 

担 当 課 住民福祉課 

事 業 概 要 
三世代・四世代の家庭も多く、共働きも多くなっています。そのような中で、祖

父母の支援が大きいといえます。祖父母の役割を支援していく必要があります。 

今後の方針 子育て支援センターとの連携のもと育児学級等に取り入れていきます。 
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歯科健診 継続 

担 当 課 住民福祉課 

事 業 概 要 
1 歳 6 ヶ月児・3 歳 6 ヶ月児・５歳児を対象に歯科健診を実施し、歯科健診後

に保健師によるむし歯予防指導を行います。 

今後の方針 町内歯科医師との連携のもと、むし歯予防の徹底を図ります。 

 

フッ素塗布 継続 

担 当 課 住民福祉課 

事 業 概 要 

２歳、２歳半、３歳、３歳半、５歳の幼児を対象にフッ素塗布を実施します。 

３歳半、５歳の対象者については歯科健診の際に同時に実施し、２歳、２歳半、

３歳の対象者については個人通知を行います。 

今後の方針 
今後はさらにフッ素塗布に関する正しい知識の普及につとめ、乳幼児健診、育児

学級での周知を図ります。 

 

保育所との連携（むし歯予防学級・フッ化物洗口） 継続 

担 当 課 住民福祉課 

事 業 概 要 

町内の２公立保育所にて、歯科医師・歯科衛生士・保育士との連絡を図りながら、

むし歯予防学級を実施します。 

また、保育所児童のむし歯予防を目的に歯科医師や保育士との連携を図り、町内

2公立保育所においてフッ化物洗口を実施します。（５日法にて） 

今後の方針 

就園、就学前のむし歯予防有病率の低下を図るためにも、歯科医師や歯科衛生士、

保育士との連絡調整を図りながらさらに充実したむし歯予防教室を進めます。ま

た、フッ化物洗口の継続に努めます。 

 

予防接種（定期予防接種） 継続 

担 当 課 住民福祉課 

事 業 概 要 

予防接種法の規定により、疾病の発症及び重症化の防止、並びにその流行の予防

を図ることを目的に定期予防接種を実施します。接種費用は公費負担であるため、

被接種者は無料で接種することができます。 

対象者には個別に通知を行い、接種の勧奨を行います。また、スムーズに接種が

受けられるように町立病院や熊本の小児科医院、宮崎県医師会と契約を結んでいま

す。 

今後の方針 
今後は、自己負担である「任意予防接種」の費用に対し、一部助成を行うなど保

護者の経済的負担の軽減を図ります。 
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（２）「食育」の推進 

【実施事業】 

「食育」の推進 継続 

担 当 課 住民福祉課 教育委員会 

事 業 概 要 

保育分野や教育分野を始めとするさまざまな分野と連携しつつ、妊娠期、乳幼児

期から思春期までの発達段階に応じた食に関する学習機会や情報提供を進めると

ともに、食事作り等の体験活動等の充実を図ります。 

今後の方針 

「乳幼児健診時栄養相談」や保育所・子育て支援センター・学校・教育委員会と

の連携を通して、食を中心とした乳幼児期から学童期までの健康づくり推進に努め

ます。 

 

（３）思春期保健対策の充実 

【実施事業】 

思春期教室関係 継続 

担 当 課 住民福祉課 教育委員会 

事 業 概 要 
学校との連携を図りつつ、性や性感染症予防、むし歯予防や喫煙、薬物等に関す

る正しい知識の普及を進めていきます。 

今後の方針 
学校並びに教育委員会との連携を図りながら、乳幼児から学童期まで子どもの健

康づくり推進に努めます。 

 

（４）小児医療の充実 

【実施事業】 

小児医療関係 継続 

担 当 課 住民福祉課 

事 業 概 要 
安心して子どもを生み、健やかに育てる環境の基盤となる小児医療体制の充実・

確保に取り組むとともに、県や近隣の市町村及び関係機関との連携を図ります。 

今後の方針 今後も県や近隣の市町村及び関係機関との連携を図ります。 
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４ 子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 

次代の担い手である子どもが豊かな個性と感性を備え、かつ調和のとれた人間として成長

するために、さまざまな支援体制の充実を推進します。 

学校・家庭・地域等、地域資源のネットワークにより、子どもを育てる喜びを実感できる仕組

みづくりを推進するとともに、子どもの未知なる可能性を教育や遊び、日常の暮らしの中で育

む教育力の向上を推進します。 

 

（１）次代の親の育成 

【実施事業】 

中学生の乳幼児ふれあい体験 継続 

担 当 課 教育委員会 住民福祉課 

事 業 概 要 

中高生が、子どもを生み育てることの意義を理解し、子どもや家庭の大切さを理

解するために、保育所での職場体験や乳幼児健診の場等を活用し、乳幼児とふれあ

う機会を広げます。 

今後の方針 学校の授業や行事、健診等を活用し、今後も継続して実施します。 

 

（２）子どもの生きる力に向けた学校の教育環境等の整備 

① 確かな学力の向上 

【実施事業】 

学力向上アクションプランの充実 継続 

担 当 課 教育委員会 

事 業 概 要 
児童生徒の確かな学力の育成をめざし、指導者の資質向上のための研修への参加

を推進します。 

今後の方針 
町の特性を生かした、五ヶ瀬教育ビジョンの基盤を固めながら積極的に推進しま

す。 

 

地域間学校交流の推進 継続 

担 当 課 教育委員会 

事 業 概 要 五ヶ瀬教育ビジョンに基づく豊かな体験活動を推進します。 

今後の方針 事業内容の検証を行い、さらに推進します。 
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② 豊かな心の育成 

【実施事業】 

道徳教育の教師用指導手引書を全小中学校の学級に配布 継続 

担 当 課 教育委員会 

事 業 概 要 手引書を配布し道徳教育の充実を推進します。 

今後の方針 継続して実施します。 

 

「心の先生」の配置 継続 

担 当 課 教育委員会 

事 業 概 要 
「心の先生」の配置については、必要性・状況に応じて、人材を確保し活用の方

向で推進します。 

今後の方針 今後も学校、保護者等との情報交換等を行いながら、必要に応じて検討します。 

 

「心の教室相談員」の配置 継続 

担 当 課 教育委員会 

事 業 概 要 「心の教室相談員」の設置については、必要に応じて検討します。 

今後の方針 今後も学校、保護者等との情報交換等を行いながら、必要に応じて検討します。 

 

「わたしたちの道徳」を全小中学生に配布し、道徳性の向上を図る事業 継続 

担 当 課 教育委員会 

事 業 概 要 
「わたしたちの道徳」を配布し積極的な活用促進を行い、道徳性の向上を図る事

業を積極的に推進します。 

今後の方針 今後も継続して実施します。 

 

体験型環境学習の推進 継続 

担 当 課 教育委員会 

事 業 概 要 

豊かな自然の中で、自然観察、保護活動、体験活動などに取り組み、自然を愛す

る心を育て豊かな人間性を育むため、発達段階に応じて児童生徒が体験を通じて環

境教育について学ぶ機会が充実されるよう推進します。 

今後の方針 
学校行事を始め、地域や各種団体等が実施する事業の支援を行いながら推進しま

す。 

 

学校内外における、農業・林業体験学習の推進 継続 

担 当 課 教育委員会 

事 業 概 要 
町の特産物である茶摘み、椎茸栽培や田植え等の体験学習並びに専門的知識を持

った地域の人材を活用した学習を通して、豊かな心の育成の場を確保しています。 

今後の方針 今後も地域の専門的知識を持った人材の活用を支援し、事業を推進します。 
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③ 健やかな体の育成 

【実施事業】 

部活動わくわくプラン21の充実 継続 

担 当 課 教育委員会 

事 業 概 要 
専門教員が不在の部活動に対し、外部指導者の活用を図り、運動部活動の活性化

を図ります。 

今後の方針 学校、生徒、保護者との協議の機会を設け、部活動の充実を図ります。 

 

④ 信頼される学校づくり 

【実施事業】 

学校いきいきプランの充実 継続 

担 当 課 教育委員会 

事 業 概 要 
非常勤講師や特別支援教育支援員を雇用し、子ども達一人一人に目配りのきいた

教育に取り組みます。 

今後の方針 今後も町雇用を断続し、学校教育の活性化を推進します。 

 

道徳教育の推進、教員の指導力の向上事業 継続 

担 当 課 教育委員会 

事 業 概 要 
道徳教育を推進するため、国、県等が行う研修会等の参加及び教員相互の授業参

観を行い、指導力向上を図ります。 

今後の方針 関係機関との連携を図り、積極的に推進します。 

 

「防犯教室」等の学校安全の充実等の総合的な取組の推進 継続 

担 当 課 教育委員会 

事 業 概 要 

学校での児童生徒の安全を確保するために関係機関と連絡を密にし、防犯訓練等

の取組を実施します。 

また、放課後こども教室や地域住民の見守りによる取り組みを推進します。 

今後の方針 
関係機関との連携を図り、放課後こども教室を充実するとともに、高齢者や地域

住民の協力のもと、子どもたちの安全・安心を見守る取り組みを推進します。 

 

学校評議委員制度の活用 継続 

担 当 課 教育委員会 

事 業 概 要 必要に応じて検討します。 

今後の方針 必要に応じて検討します。 
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（３）家庭や地域の教育力の向上 

① 家庭教育への支援の充実 

【実施事業】 

家庭教育学級、講座の開催 継続 

担 当 課 教育委員会 

事 業 概 要 
各学校で家庭教育学級を開催するとともに、合同講演会等を開催します。また、

講師等の情報提供や情報の共有を行い、家庭教育学級の充実に努めます。 

今後の方針 今後も学校、保護者等の連携を図り継続して実施します。 

 

就学時健診等の機会を活用した家庭教育に関する講座の実施 継続 

担 当 課 教育委員会 

事 業 概 要 就学時健診等の機会を活用した家庭教育に関する講座の実施に取り組みます。 

今後の方針 
就学時に不安解消・支援に努め、家庭教育に関する学習者が進んで参加できるよ

うな方策を検討します。 
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② 地域の教育力の向上 

【実施事業】 

野外活動等自然体験活動の取組の推進 継続 

担 当 課 教育委員会 

事 業 概 要 

豊かな自然に囲まれた地域特性のもとに自然体験活動に取り組み、民間団体等が

行う体験活動にも積極的な参加を促すなど、地域一体となった支援体制の確立に努

めます。 

今後の方針 今後も関係機関、関係団体と連携を図り、継続して実施します。 

 

親子による交流、自然体験学習の開催 継続 

担 当 課 教育委員会 

事 業 概 要 
親と子が共に活動に参加できるよう、家庭、学校、地域の連携を深め、親子のふ

れあい活動等への積極的な参加を推進します。 

今後の方針 
現在、各学校や親子会単位で取り組んでいますが、今後は、教育委員会主催での

事業計画も検討します。 

 

子どもたちがスポーツを楽しむための環境づくりを 

学校・地域・家庭で総合的な方策を展開する事業 
継続 

担 当 課 教育委員会 

事 業 概 要 
子どもたちがスポーツを楽しむための環境づくりのため、学校・地域・家庭で総

合的な方策を展開します。 

今後の方針 
積極的に学校施設の開放を行い、スポーツ少年団等の活動支援等を引き続き行い

ます。 

 

文化活動や鑑賞機会を充実 継続 

担 当 課 教育委員会 

事 業 概 要 

地域に残る伝統文化（神楽等）の伝承活動、町内学校が一同に会しての音楽発表

会などを開催し、年間事業の中で本物の芸術を鑑賞する機会の提供に努め、文化活

動や鑑賞機会の充実を推進します。 

今後の方針 今後も保存会、保護者等の協力を得ながら推進します。 

 

子育てサポートの要請、配置 継続 

担 当 課 教育委員会 住民福祉課 

事 業 概 要 
子ども達への絵本の読み聞かせグループ「つくしんぼ」の協力のもと、子育てサ

ポートの充実に努めます。 

今後の方針 
今後も継続して、絵本の読み聞かせグループ「つくしんぼ」の活動支援を行うと

ともに、子育て支援センターを核とした子育て支援体制を整えます。 
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５ 子育てを支援する生活環境の整備 

子どもと子育てを行う保護者が、安心かつ安全で快適に生活を送れるよう、快適な居住空間

や安心してのびのびと活動できる都市空間を整備します。 

さらに安心・安全して外出することができる道路交通環境の整備を推進し、子育ての実態に

配慮し、これを支援する総合的なまちづくりを推進します。 

（１）良質な住宅の確保 

【実施事業】 

子育て期の多子世帯への優先入居 継続 

担 当 課 税務財政課 

事 業 概 要 
公共賃貸住宅においては、子育て期にある多子世帯等がゆとりある住宅に入居で

きるよう、考慮します。 

今後の方針 入居相談や申し込みに際し、今後も考慮して推進します。 

 

住宅確保に関する情報提供 継続 

担 当 課 税務財政課 地域振興課 

事 業 概 要 持家または借家を含め、広くゆとりある住宅確保に関する情報提供に努めます。 

今後の方針 今後も関係各課と情報共有を図り、情報提供に努めます。 

 

（２）安心して外出できる環境の整備 

【実施事業】 

公共施設等のバリアフリー化推進 継続 

担 当 課 住民福祉課 

事 業 概 要 

妊産婦、乳幼児連れの方など、すべての人が安心して外出できるよう、道路、公

園、公共交通機関、公的建築物等における段差の解消等のバリアフリー化を推進し

ます。 

今後の方針 
今後整備する施設等については、関係各課、機関と連携を図り、バリアフリーと

し、既存施設については、可能な限り改修等を検討し、バリアフリー化に努めます。 

 

子育てバリアフリー化の推進 継続 

担 当 課 住民福祉課 

事 業 概 要 
公共施設等において、オムツ交換台、ベビーチェア、授乳室の設置など、子育て

世帯が安心して利用できるトイレの整備に努めます。 

今後の方針 

今後整備する施設については、関係各課、機関と連携を図り、バリアフリー施設

とし、既存施設については、可能な限り改修等を検討し、バリアフリー化に努めま

す。 
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（３）安全・安心まちづくりの推進 

【実施事業】 

通学路や公園等における防犯設備の整備 継続 

担 当 課 住民福祉課 総務課 教育委員会 

事 業 概 要 通学路や公園等における防犯灯の整備の推進に努めます。 

今後の方針 今後も各種事業等を活用し、整備の推進に努めます。 

 

安全・安心のまちづくり 継続 

担 当 課 住民福祉課  

事 業 概 要 
道路、公園、駐車場、公衆便所、共同住宅の構造・設備の改善及び防犯設備の整

備を推進するとともに、これらの必要性に関する広報啓発活動に努めます。 

今後の方針 今後も関係各課、機関との連携を図り推進に努めます。 
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６ 職業生活と家庭生活との両立の推進 

仕事と子育ての両立支援や、子育て中の家庭の負担軽減を図るため、男性を含めた働き方

や就業体制を見直し、男女がお互いに協力しあいながら子育てを行える、働きやすい環境づ

くりを推進します。 

さらに、国、県、事業主、地域住民、関係団体等との連携を図り、広報・啓発・情報提供

を推進します。 

 

（１）多様な働き方の実現及び男性を含めた働き方の見直し 

【実施事業】 

多様な働き方を目指した意識改革推進のための広報・啓発・研修・情報提供 継続 

担 当 課 住民福祉課 

事 業 概 要 

男性を含めたすべての人が、仕事時間と生活時間のバランスがとれる多様な働き

方が選択できるようにするとともに、男女がお互いに協力しあいながら子育てを行

える働きやすい環境づくりの推進が必要とされています。 

本町としては、国、県と連携をとりながら企業の事業主、従業員、地域住民等の

意識改革を図るための広報・啓発・情報提供等の推進に努めます。 

今後の方針 今後も関係機関と連携を図り広報・啓発・情報提供等の推進に努めます。 

 

（２）仕事と子育ての両立の推進 

【実施事業】 

仕事と子育ての両立のための社会資源の整備 継続 

担 当 課 住民福祉課 

事 業 概 要 
仕事と子育ての両立を支援するために、保育サービスの充実や、地域子育て支援

センターにおいて様々な取り組みを行います。 

今後の方針 
子ども・子育て会議を継続し、保育サービスの充実や子育て支援センターでの取

り組みについて評価を行い、さらなる子育て支援の充実を目指します。 

 

仕事と子育ての両立支援のためのセミナー、会議の開催等 継続 

担 当 課 住民福祉課 

事 業 概 要 

仕事をしている方、経営者の方、地域住民の皆さんを対象に仕事と子育ての両立

のためのセミナーや会議を開催します。 

また、関係法制度等の広報・啓発、情報提供等について、国、県、関係団体等と

連携を図りながら積極的に推進します。 

今後の方針 
関係機関、関係団体との連携を図るとともに、子育て支援センターを核として、

両立支援のための取り組みを行います。 
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７ 子ども等の安全の確保 

核家族化や都市化の進行に伴い、隣近所との関わりは以前より薄まり、また犯罪の増加、凶

悪化など、子どもを取り巻く環境の悪化が危惧されています。 

子どもや保護者を危険から守り、安全を確保するために、関係機関等と連携し、子どもの一

人歩きに不安を感じなくてもすむ、まちづくりを推進します。 

 

（１）子どもの交通安全を確保するための活動の推進 

【実施事業】 

交通安全教育の開催 継続 

担 当 課 総務課 教育委員会 住民福祉課 

事 業 概 要 
子どもや保護者の方を対象とした参加・体験・実践型の交通安全教育や各地域で

の法令講習等を実施します。 

今後の方針 
保育所、学校等で実施される交通安全教室等の支援を行うとともに、法令講習等

を実施し啓発活動を行います。 

 

（２）子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進 

【実施事業】 

子どもを対象とした防犯指導の実施、防犯機器の貸与 継続 

担 当 課 総務課 教育委員会 

事 業 概 要 子どもを対象とした防犯指導の実施、防犯機器の貸与を積極的に行います。 

今後の方針 今後も防犯指導、防犯機器の配布を継続して実施します。 

 

「子ども連絡所」等緊急避難場所の設置促進 継続 

担 当 課 総務課 教育委員会 

事 業 概 要 「子ども連絡所」等緊急避難場所の設置を推進します。 

今後の方針 今後も継続して推進し、情報提供に努めます。 

 

おもいやりＧネットワーク 継続 

担 当 課 住民福祉課 

事 業 概 要 
社会生活の中で犯罪や悪質な行為を受けやすい児童や高齢者の生活を見守り、支

援し、地域住民が安心して暮らせるまちづくりをめざします。 

今後の方針 今後も、おもいやりＧネットワークによる活動を継続します。 
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８ 要保護児童への対応などきめ細かな取組みの推進 

児童虐待の防止対策や母子家庭等への自立支援、障がい児への支援を必要とする家庭や子

どもに対して、充実した支援対策を整備するとともに、こうした状況に置かれた家庭や子ど

もへの無理解・無関心をなくし、安心して生活できる地域環境づくりを推進します。 

 

（１）児童虐待防止対策の充実 

【実施事業】 

虐待防止ネットワークの設置、活用（早期発見・早期対応） 継続 

担 当 課 住民福祉課 

事 業 概 要 
専門職による要保護児童等対策地域協議会を平成１９年度に設置し、児童虐待等

の早期発見・早期対応に取り組んでいます。 

今後の方針 今後も関係機関等との連携を図り、早期発見・早期対応に取り組みます。 

 

県北地区児童虐待防止連絡協議会 継続 

担 当 課 住民福祉課 

事 業 概 要 

県北地区児童虐待防止連絡協議会を積極的に推進します。 

延岡児童相談所に設置し、年１回関係機関等による連絡会を開催し、防止策、早

期発見、早期対応等について協議します。 

今後の方針 児童委員とともに協議会へ参加し、情報を共有し積極的に推進します。 

 

児童虐待の疑いが発生し早期対応が望まれる場合 継続 

担 当 課 住民福祉課 教育委員会 

事 業 概 要 

児童虐待の疑いが発生し早期対応が望まれる場合、関係機関（延岡児童相談所、

高千穂保健所、西臼杵支庁福祉課、五ヶ瀬町住民福祉課、（保健師、保育士を含む））

等により速やかに対応策を検討します。 

今後の方針 今後も関係機関と連携を図り早期対応に努めます。 

 

 

（２）ひとり親家庭の自立支援の推進 

【実施事業】 

母子家庭に対する相談体制の充実 継続 

担 当 課 住民福祉課 

事 業 概 要 
西臼杵支庁福祉課の母子自立支援員及び五ヶ瀬町母子福祉協議会との連携を図

り、母子家庭に対する相談体制の充実を積極的に推進します。 

今後の方針 今後も関係機関との連携を図り継続して推進します。 
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ひとり親家庭・寡婦福祉資金の貸付 継続 

担 当 課 住民福祉課 

事 業 概 要 
西臼杵支庁福祉課の母子自立支援員及び町内の民生委員等との連携を図り、ひと

り親家庭・寡婦福祉資金の貸付の支援を積極的に推進します。 

今後の方針 相談に対し、支庁福祉課へ繋ぐとともに情報提供に努めます。 

 

ひとり親家庭医療費助成事業 継続 

担 当 課 住民福祉課 

事 業 概 要 
医療費の一部を助成することで、ひとり親家庭における疾病等の治療に係る経済

的負担を軽減し、ひとり親家庭の福祉の向上と健全な発育の促進を図ります。 

今後の方針 定期的な検証を行いながら、今後も引き続き医療費の助成を行います。 

 

（３）障がい児施策の充実 

【実施事業】 

保健、医療、福祉、教育等の関係機関の連携強化 継続 

担 当 課 住民福祉課 教育委員会 

事 業 概 要 

障がい児の健全な発達を支援し、身近な地域で安心して生活できるようにする観

点から、五ヶ瀬町障害福祉計画をはじめとする個別福祉計画との調和を図ります。 

また、障がいの早期発見・早期対応など、施策の推進にあたっては、保健・医療・

福祉・教育に関する関係機関と連携して取り組みます。 

今後の方針 今後も各種計画との整合性を図り、関係機関との連携強化に取り組みます。 

 

障がい福祉サービス及び地域生活支援事業の充実 継続 

担 当 課 住民福祉課 教育委員会 

事 業 概 要 

適切な医療及び医学的リハビリテーションの提供、在宅サービスの充実、就学支

援を含めた教育支援体制の整備など、ライフステージにあわせた障がい福祉サービ

ス及び地域生活支援事業の提供に努めます。 

今後の方針 
今後も関係機関と連携を図り、不足しているサービスに対する課題を整理しなが

ら事業の充実に取り組みます。 
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第５章 計画の推進体制 

１ 市町村等の責務 

子ども・子育て支援法では、「市町村の責務」として以下の３点について定め、「量の確保」と

「質の改善」などに取り組む必要があるとしています。 

また、法では「事業主の責務」や「国民の責務」についても定めています。 

 

市町村の責務 

1 子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、子ども及び

その保護者に必要な子ども・子育て支援給付や地域子ども・子育て支援事業を総

合的かつ計画的におこなうこと。 

2 子ども及びその保護者が、確実に子ども・子育て支援給付を受けたり、地域子ど

も・子育て支援事業等の子ども・子育て支援を円滑に利用するために必要な援助

をおこない、関係機関との連絡調整など便宜の提供をおこなうこと。 

3 子ども及びその保護者が置かれている環境に応じて、子どもの保護者の選択に基

づき、様々な施設や事業者から、良質で適切な教育・保育等の子ども・子育て支

援が総合的かつ効率的に提供されるよう、提供体制を確保すること。 

 

 

事業主の責務 

1 雇用する労働者に係る様々な労働条件の整備や、労働者の職業生活と家庭生活と

の両立（ワーク・ライフ・バランス）が図られるようにするために必要な雇用環

境の整備等をおこなうことにより、雇用している労働者の子育て支援に努めると

ともに、国や都道府県、市町村の子ども・子育て支援事業に協力しなければなら

ない。 

 

 

国民の責務 

1 子ども・子育て支援の重要性に対する関心と理解を深めるとともに、国や都道府

県、市町村の子ども・子育て支援事業に協力しなければならない。 
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２ 計画の推進に向けた役割 

本計画を着実に推進するためには、法で定める責務を果たすだけでなく、町民一人ひとりが、

地域全体で子どもと子育て中の世帯への支援の必要性等について深く理解し、自らの問題と

して主体的に取り組む必要があります。 

そのため、県や市町村はもとより、家庭や地域、保育所、幼稚園、学校、企業等がその機能

に応じた役割を果たすとともに、相互に連携していくことが求められています。 

 

（１）行政の役割 

本町は、子育て支援の重要な役割を担うものであることから、この計画に基づくすべての

事項を総合的かつ計画的に推進します。また、個々の施策は、それぞれの担当課が主体的

に実施することから、この計画の推進には、様々な行政サービスの総合的な展開を図りま

す。 

また、子ども及びその保護者が必要とするサービスを円滑に利用できるよう、必要な支援

を行うとともに、良質で適切な教育・保育等の子ども・子育て支援が総合的効率的に提供さ

れるよう、提供体制の確保に努めます。 

 

（２）家庭の役割 

保護者は、子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下、家庭が子ど

もの人格形成、基本的生活習慣の確立にとって重要な役割と責任を持っていることを認識す

ることが必要です。この認識に基づき、子どもとのスキンシップを深め、明るい家庭を築くとと

もに、子どもの発達段階に応じた適切な家庭教育を行うよう努めることが重要です。 

また、家庭において女性だけが子育てに大きな負担を負うことがないように、男女が協力

して子育てを進めることが重要です。 

さらに、町民ひとり一人は地域を構成する一員であるという自覚を持ち、できる範囲で地域

における子育て支援活動に参画するよう心掛けます。 

 

（３）地域社会の役割 

子どもは地域社会の中で社会性を身につけて成長していくことから、地域社会は、家庭環

境、心身の障害の有無、国籍等にかかわらず、すべての子どもが、地域の人々との交流を

通して健全に成長できるようにサポートすることが必要です。 

また、子ども及びその保護者は、積極的に地域活動に参加するよう心掛けます。 
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（４）企業・職場の役割 

働いているすべての人が、仕事時間と生活時間のバランスがとれるような多彩な働き方を

選択できるようにするとともに、職場優先の意識や、固定的な性別役割分担意識等を解消し、

働きやすい職場環境をつくることが重要です。 

このため、企業・職場自体が、そのような職場環境をつくるよう努力するとともに、働く人が

そのような認識を深めることが大切です。 

また、企業における社会貢献の一環として、それぞれの企業が持つノウハウを活かしなが

ら地域活動に参画するよう心掛けます。 

 

（５）各種団体の役割 

社会全体で子育て中の家庭を支え、子どもの「自ら育もうとする力」を伸ばすためには、行

政だけではなく地域社会で活動している多くの団体が、行政や町民と連携し、互いに補いな

がら子どもの健全な成長を支援することが必要です。 

 

 

 

３ 計画の推進に向けた３つの連携 

本計画に実現に向けては、質の高い教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を提供す

るため、関係者は次に掲げる相互の連携及び協働を図り、総合的な体制の下に子ども・子育

て支援を推進することを目指します。 

 

（１）市町村内における関係者の連携 

本町は、質の高い教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を実施するため、地域の

実情に応じて計画的に基盤整備を行うにあたり、教育・保育施設、地域型保育事業を行う者

その他の子ども・子育て支援を行う者が相互に連携し、協働しながら地域の実情に応じた取

組を進めていくこととします。 

また、妊娠・出産期からの各種健診等事業をスタートとして、子どものライフステージに応じ

た切れ目のないサービスの提供と、関係機関等が情報共有して支援ができることが重要とな

ります。 

そのため、特に、教育・保育施設である認定こども園、幼稚園及び保育所においては、子

ども・子育て支援において地域の中核的な役割を担って頂くとともに、地域型保育事業を行

う者及び地域子ども・子育て支援事業を行う者等と連携し、必要に応じてこれらの者の保育

の提供等に関する支援を行うことが重要となります。この際、円滑な連携が可能となるよう、本

町は積極的に関与していきます。 
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（２）近隣市町村との協働 

子ども・子育て支援の実施にあたり、地域の資源を有効に活用するため、地域の実情に応

じ、必要に応じて近隣市町村と連携、共同して事業を実施するなどの広域的取組を推進す

ることが必要となります。 

そのため、本町は、住民が希望するサービスを利用できるよう、近隣市町村と連携を図り、

迅速な対応ができる体制づくりを行います。特に、市町村域を超えたサービスの利用や、複

数の市町村に居住する子どもが利用することが見込まれる事業所内保育事業など、個々の

サービスの特性に留意して必要な連携と協働を行っていきます。 

 

（３）国・県との連携、関係課の連携と協働 

子ども・子育て支援制度により、認定こども園、幼稚園及び保育所を通じた共通の給付が

創設されるとともに、幼保連携型認定こども園の認可及び指導監督が一本化されました。 

そのため、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を一元的に行うとともに、子育て支

援に関係するすべての事業の一体的な提供や、家庭教育の支援施策を行う本町の関係各

課との密接な連携を図ることが重要となります。 

また、子ども・子育て支援制度の総合的かつ効率的な推進を図るため、円滑な事務の実

施が可能な体制を整備します。 

さらに、近隣市町村間の連携を図る上では、必要に応じて都道府県が広域調整を行うこと

となっていることから、国・県との連携を図り、恒常的な情報交換と必要な支援を受けることで、

円滑な事業展開を図ります。 
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資料 

五ヶ瀬町子ども・子育て会議設置条例 

 

(設置) 

第１条 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第７７条第１項の規定に基づき、五ヶ瀬

町子ども・子育て会議（以下「子ども・子育て会議」という。）を置く。 

 (所掌事務) 

第２条 子ども・子育て会議は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項に関し調査審議し、答申又は

意見を述べることができる。 

(１) 五ヶ瀬町子ども・子育て支援事業計画に関すること。 

(２) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施

策の実施状況に関すること。 

(３) 特定教育・保育施設に関すること。 

(４) 特定地域型保育事業に関すること。 

(５) 児童福祉、母子福祉、母子保健等に関し必要な事項及び当該施策の実施状況に関すること。 

(組織) 

第３条 子ども・子育て会議は、委員１５名以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。 

(１) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者 

(２) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 

(３) 子どもの保護者 

(４) 関係行政機関の職員 

(５) その他町長が必要であると認めた者 

(委員の任期) 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員の再任は妨げない。 

(会長及び副会長) 

第５条  子ども・子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

(会議) 

第６条 子ども・子育て会議は、会長が召集し、その議長となる。 

２ 子ども・子育て会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

４ 子ども・子育て会議は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。 
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 (庶務) 

第７条 子ども・子育て会議の庶務は、児童福祉担当課において処理する。 

 (報酬及び費用弁償) 

第８条 町は、委員に対し、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する 

条例（昭和３１年条例第２２号）の定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。 

 (委任) 

第９条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ど

も・子育て会議に諮って定める。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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五ヶ瀬町子ども・子育て会議委員名簿 

※順不同 

所属職名 氏   名 

議会文教厚生委員会委員長 甲 斐 政 国 

公民館長会会長 御 舟 省 三 

民生児童委員協議会会長 大 鶴 良 夫 

主任児童委員 橋 本 文 代 

子育て支援センター 本 田 則 子 

三ヶ所小学校放課後子ども教室代表 藤 岡 吉 照 

社会福祉協議会事務局長 津 隈 栄 一 

校長会会長 押 方 彰 一 

ＰＴＡ連絡協議会会長 佐 伯 和 男 

五ヶ瀬中央保育所保護者会長 佐 伯 一 朗 

鞍岡保育所保護者会長 飯 干 啓 司 

五ヶ瀬中央保育所園長 黒 木 妙 子 

鞍岡保育所園長 甲 斐 富 久 美 

教育委員会次長 武 内 秀 元 

住民福祉課健康増進グループ長 中 村 美 保 子 

 

事務局 氏   名 

住民福祉課長 小 迫 幸 弘 

住民福祉課福祉グループ長 渡 辺 美 紀 

住民福祉課福祉グループ 藤 本   優 
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